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開会 午後３時００分 

山中教育長 ただいまから教育委員会を開会いたします。この委員会には議案３件が付議さ

れております。まず，会議録の署名委員についてでありますが，会議録署名委員は，会議規

則第１６条の規定により，私の他に出席委員中，林委員にお願いいたします。 

 では，議案第１３号「平成２９年度総社市一般会計補正予算（第１号）について」事務局か

ら説明願います。 

各課長 【事務局説明】 

山中教育長 ただいま事務局から説明がありました議案第１３号について，質問はありませ

んか。 

     （質疑なし） 

山中教育長 お諮りいたします。議案第１３号について可決してよろしいか。  

     （異議なし） 

山中教育長 ご異議がないようですので議案第１３号は可決いたしました。 

山中教育長 続きまして議案第１４号「総社市就学援助規則の一部改正について」事務局か

ら説明願います。 

弓取庶務課長 【事務局説明】 

山中教育長 ただいま事務局から説明がありました議案第１４号について，質問はありませ

んか。 

     【質疑・答弁】 

林委員 確認なんですが，就学援助の基準はどうなってますかね。 

弓取庶務課長 基準につきましては，ほぼ国が示されている基準通りの額を総社市の場合は

支給しております。 

林委員 該当するかどうかっていうのは・・・ 

弓取庶務課長 はい，所得に応じて認定をしておりますので，必ずしも申請された方が全て

就学援助費の対象になるわけではございません。 

上岡委員 関連してよろしいでしょうか。前は生活保護費の１．２倍とか，そういう，もう

少し具体的に言ってください。総額，就学援助費はどのくらい出しているのか。もらってい

るのは，小学校で，中学校で何％の子どもが，家庭が受けられているのか，教えてください。 

弓取庶務課長 ただいま手元に資料がございませんので，何％か申し上げることができませ

んが，昨年度の実績でいきますと，小学生の場合７２２人の方に対して支給しております。

中学生に対しては，４１１人となっております。基準額につきまして，費目によっては，実

額でございます。それから，国の基準で定めたものもありますのでそういったところでご了

承していただけたらと思います。 

上岡委員 所得が３６０万とか，生活保護費の何倍とか，決めているはずなんですが。 

弓取庶務課長 すみません，今，手元に資料がございませんので，すみません。 

山中教育長 よろしいでしょうか。後でまた，データを。 



弓取庶務課長 はい。わかりました。 

山中教育長 ２年半くらい前に，教育長協議会で各市の支給率のデータがありまして，あま

り変わっていないと思うんですけれども，総社市が２０％前後，一番低かったのは１０％く

らいです。倉敷・岡山はちょっと低め，県北の市町村は少し高め。かなりばらつきはありま

す。あと，２０％台は総社を入れて他２～３市だったと思うんですが。このデータはまだあ

ると思うので，それをまたご説明お願いします。 

弓取庶務課長 はい。わかりました。 

山中教育長 他に何かありますでしょうか。 

林委員 この出どころっていうのは，国からお金がおりてきているんですかね？僕は市が大

分負担しているのかと思っていました。 

弓取庶務課長 こちらにつきましては，一部国の補助もございますが，ほぼ市の持ち出しと

なっております。国の三位一体改革の中で，準要保護の部分は，市の持ち出しということな

っておりますので，その分財源委譲といいますか交付税の方で算入という形にはなっており

ますが，全額が入ってきてはいないというふうに認識しております。 

林委員 国は通知しただけで，お金は市が出せという話ですね。それに準じてやりましょう

ということですかね。 

山中教育長 結局交付税の中に入ってるから分からないということです。 

林委員 そういうことですね。 

山中教育長 総社市は手厚いほうですから，転入が多いということです。 

 他にご質問はありますか。 

小鍛治委員 ちょっと教えていただきたいんですが，特別支援学級の方でも支給があるみた

いですが，これは並行してるんですか？例えばランドセルを買うとか，短パンを買うとか，

文房具を買ったりとか，そういうので生活保護の方と一緒であったら，並行していただいて

いるような？ 

弓取庶務課長 特別支援学級に通われています子供たちにも同じような支給規則を設けてお

り，後ほど一部改正のところで若干ご説明いたしますが，費用につきまして，若干，額的に

は低めの設定にはなっておりますけれども，中身についてはほぼ一緒のような形で支給をし

ております。 

小鍛冶委員 並行して？ 

弓取庶務課長 並行ではありません。 

上岡委員 関連してよろしいでしょうか。援助費のことで，これは入学の学用品費のことな

んですけど，給食費も払っていますよね。それで滞納している児童生徒はいますか。 

弓取庶務課長 給食費につきましては，滞納は無しというふうに聞いております。 

上岡委員 本当ですか。 

渡邉生涯学習課長 以前庶務課にいたときに，今，上岡委員が言われるように，実際，就学

援助費を払っているのに滞納者がいました。その時に，滞納する方については，就学援助か



らいただくということで通知を出しまして，それで何ヶ月か納めなければ，就学援助費から

給食費のほうへ充当させていただきます，というふうなことで，それ以後は分かりませんけ

ども，その時にはさせていただいた経緯がございます。 

山中教育長 他に質問はありませんか。 

 それではお諮りいたします。議案第１４号について提案どおり可決してよろしいか。 

     （異議なし） 

山中教育長 ご異議がないようですので，議案第１４号につきましては原案通り可決されま

した。 

 次に議案１５号「総社市特別支援教育就学奨励費支給規則の一部改正について」事務局か

ら説明願います。 

弓取庶務課長 【事務局説明】 

山中教育長 ただいま事務局から説明がありました議案第１５号について，ご質問はありま

せんか。 

     【質疑・答弁】 

上岡委員 関連でよろしいでしょうか。これも先ほど林委員さんが言われたように地方交付

税の中に入っているんですよね。 

弓取庶務課長 こちらにつきましては，国からの補助の部分になっておりますので，交付税

措置ではなく補助金という形で入ってきております。 

林委員 これは，自家用車で送迎を許可されている場合に限るとなっていたものが，電車で

も何でもＯＫになりましたよということですよね。 

弓取庶務課長 その通りでございまして，特段校長が認めて自家用車に限るというところを，

限定するわけでなく，その子の状況に合った交通手段というものを鑑みましてこういった表

現にさせていただいております。国の要綱等にもこういった表現をされていますので，この

際改正しようというところでございます。 

林委員 登下校でいくと送迎となるんですかね。例えば昭和だったら電車の通学という形に

なりますけど，これは送迎に入るんですよね。そういった形で，特別支援学級へ通っていた

ら，それは支給対象になっていくんですかね。 

弓取庶務課長 通学に関するものでありますので，対象になります。 

林委員 通級で北小学校へ行くのもＯＫなんですね？ 

弓取庶務課長 対象になります。 

山中教育長 よろしいでしょうか。 

 それではお諮りいたします。議案第１５号について原案通り可決してよろしいか。 

     （異議なし） 

山中教育長 ご異議がないようですので，議案第１５号については原案通り可決しました。 

 次に，「教育長職務代理者の指名の件について」事務局から説明願います。 

弓取庶務課長 【事務局説明】 



山中教育長 ただいま事務局の説明にありました教育長職務代理者の指名の件について，で

きましたら本日のうちに決定したいと思いますが，何かご意見はありますでしょうか。 

小鍛治委員 何か事務局のほうで案がありましたらお願いします。 

弓取庶務課長 事務局案といたしましては，長年に渡り教育委員として，また，教育現場・

教育行政に携わり，熟知されており，その卓越した知見等から，米谷委員が教育長職務代理

者として適任であるというふうに考えます。また任期につきましては，１年間とすることを

事務局案とさせていただきたいと思います。 

山中教育長 ただいまの事務局案についてご意見，ご質問はありませんか。 

      （異議なし） 

山中教育長 ご異議がないようですので，米谷委員を職務代理者に指名したいと思います。

任期については１年といたします。よろしくお願いいたします。 

山中教育長 それでは，私から報告をいたします。教育長報告は今回３件ございまして，１

件目は総社芸術祭が４月２３日から５月７日まで１５日間ありまして，トラブルもなく多く

のご参加をいただき，盛況に行われました。３回目ということで皆さん少し慣れられたかな

と思います。２年周期くらいが一番いいのではないかと思います。次回どうするかというの

は，今回の反省を元に考えてさせていただきたいと思います。 

 昨日，通級指導教室のきらりの開所式を行いました。市長と部長と出席しまして，本格稼

動いたしました。 

平成３２年度が合併特例債期限の大型事業の総社小，新調理場，常盤第２分館，新認定こ

ども園などがありますが，維新幼稚園の耐震化は，これは今年夏に着手します。それからお

ひさまの耐震診断をしたんですけれども，ほぼもたないということで設計を今年度，大体６

千万円をかけて設計をする予定です。 

もう一点は，放課後児童クラブの定員超過です。来年確実に超過しそうなのが中央小学校。

中央小学校は子ども達が増えておりまして，増設をしないと難しい。小学校の教室もほとん

ど空いておりません。ですから今の学童保育の建物に隣接して，作りたいと思います。早急

にやらないと，今年度中に建てるとなると，夏までに算定，秋の補正になります。以上でご

ざいます。 

米谷委員 長年，待機が児童クラブにいるんですか。中央小学校で。 

山中教育長 正確に調べてはいないんですけれども，今でも満杯なんです。小３までを受入

れることにしていますが。市の総合政策部長の柳澤さんも放課後児童クラブ利用者です。そ

ういう家庭が増えています。特に中央小学校区の２０歳から３９歳の女性の比率が小学校区

の中で唯一上がっている。小学校区の５歳未満の子供が増加している。現場を見ましたけれ

ども，もうこれ以上詰められない状態ですので，早目にやらないと。 

林委員 大体，どれくらいかかるんですか。 

山中教育長 プレハブでやれば，大体半年。 

林委員 それで，額的には。 



山中教育長 ３千万か４千万くらい。面積がありますから。常盤小学校の増設がいくらでし

たか？ 

北川学校教育課長 常盤小学校が２千万くらい。 

山中教育長 もう少し高い。大体３千万くらい。 

林委員 池を壊すんですか？ 

山中教育長 池を壊さないといけないです。３千万少々かかると思います。 

林委員 特に夏休みとかですね，保護者が働いた時に１日中面倒見てくれる人が低学年とか

必要になってきますよね。大変だろうなって思うし。夏場になると，エアコンの整備もして

おかないといけないし。 

山中教育長 次に報告事項についてですが，何かありませんか。 

     （報告なし） 

山中教育長 それでは，次回の教育委員会の日程についてでありますが，既にご承知のとお

り６月１３日午後１時３０分から開催いたします。この際，７月の教育委員会の日程を調整

いたしたいと思いますが，事務局から提案願います。 

   （７月の教育委員会の日程調整） 

山中教育長 では，７月の教育委員会は，７月２０日午前９時３０分から，資料展示室で開

催いたします。 

それでは，これで審議は全て終了いたしましたので，本日の教育委員会は閉会いたします。 

【閉  会】  

 

  閉会 午後３時４１分 
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